
 

 

 

［会長挨拶］ 

 皆様こんにちは。 

 穏やかな春の日差しに恵まれて、屋敷近隣公園の桜は開花の

時を迎え、季節も本格的な春となりました。 

 理事・監事の皆様には、本年度の理事会の進行に当たって、

一年間ご協力をいただき誠にありがとうございました。改めて

感謝申し上げます。 

 本日の理事会は令和 5 年度のまとめの理事会となり、主な議

案として「令和 6 年度事業計画（案）について」と「令和 6 年

度収支予算（案）について」が上程されています。4 月からの

公益社団法人習志野市シルバー人材センターの経営・運営にか

かわる重要事項になりますので、よろしくご審議のほどをお願

いいたします。 

 以上、簡単ではありますが挨拶といたします。 

   

1.議決事項 

議案第 23 号 入会者の承認について 

 冨樫事務局長から資料に基づいて報告がなされた。 

議案第 24 号 令和 6 年度事業計画（案）について 

 事務局から資料に基づいて説明がなされた。 

議案第 25 号 令和 6 年度収支予算（案）について 

 事務局から令和 6 年度収支予算ならびに令和 6 年度資金調達及び 

 設備投資の見込みについて資料に基づいて説明がなされた。 

 議案第 26 号 公益社団法人習志野市シルバー人材センター地区会議 

              設置要綱の一部改正（案）について 

  事務局から資料に基づいて説明がなされた。 

議案第 27 号 役員等賠償責任保険について 

  事務局から資料に基づいて説明がなされた。 

              

2.協議事項 なし 

 

3.報告事項 

  報告第 65 号 代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況について 

   行方会長から資料に基づいて報告がなされた。 

  報告第 66 号 令和 5 年度第 2 回地区会議について 

    冨樫事務局次長から資料に基づいて報告がなされた。 

  報告第 67 号 令和 5 年度第 2 回安全巡回指導について 

   市村安全管理委員長から資料に基づいて報告がなされた。 

  報告第 68 号 女性限定「出張入会説明会」について 

   報告第 69 号 女性交流会「夢の輪」の活動について 

（令和 5 年 12 月～令和 6 年 3 月） 

  報告第 70 号 令和 6 年 4 月の行事予定について 

   議長の指示により、報告第 68 号から報告第 70 号について、冨樫事 

     務局長から資料に基づいて報告がなされた。 

    

＜５月の女性交流会「夢の輪」について＞ 

 

 

＜入退会情報＞ 

 

＜入会説明会日、就業相談日＞ 

◎定例入会説明会 第 2 第 3 水曜日 9：30～シルバー会議室 

         第 2 金曜日 13：30～シルバー会議室 

◎就業相談  （第 2 第 3 水曜日 13：00～ シルバー会議室） 

※就業相談は“予約制”です。事前に電話にてお申込みくだ 

さい。 

◎出張入会説明会 ５月１７日 (金) １４時００分～ 

    新習志野公民館２F  多目的室 

 

 

      

公益社団法人 習志野市シルバー人材センター     QR    

＜習志野市屋敷4-6-6 東部保健福祉センター1F ＞

＜TEL：047-493-8011 FAX：493-8040 ＞

＜Eメールアドレス narashino@sjc.ne.jp ＞

第429号（発行：令和6年4月）

5 月 5 日 ( 日 ) ＡＭ 刃物研ぎ（作業所）
5 月 8 日 ( 水 ) ＡＭ 入会説明会（会議室）

ＰＭ 就業相談(会議室)
5 月 9 日 ( 木 ) ＡＭ 監査(会議室）
5 月 10 日 ( 金 ) ＰＭ 入会説明会（会議室）
5 月 12 日 ( 日 ) ＡＭ 刃物研ぎ（作業所）
5 月 14 日 ( 火 ) ＰＭ 第2回三役会議(役員室）
5 月 15 日 ( 水 ) ＡＭ 入会説明会（会議室）

ＰＭ 就業相談(会議室)
5 月 17 日 ( 金 ) ＰＭ 出張入会説明会（新習志野公民館）
5 月 20 日 ( 月 ) ＡＭ 刃物研ぎ（作業所）
5 月 22 日 ( 水 ) ＰＭ 第2回理事会（会議室）
5 月 23 日 ( 木 ) ＡＭ 刃物研ぎ（会議室）
5 月 30 日 ( 木 ) ＡＭ 習志野市による予備監査(会議室）

5 月の行事予定 



＜ ３ 月 就 業 実 績 （ 前 年 同 月 比 ） ＞   

  

＜ ３ 月 派 遣 契 約 実 績 （ 前 年 同 月 比 ） ＞ 

  

 

 

 

【令和 5 年度～令和 7 年度千葉県シルバー人材センター連合会安全就業標語】 

 

 

【令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月 31 日シルバー人材センター安全就業標語】 

 

 

  

＜月別傷害事故件数 R6.4.24 現在＞ 

 

  

＜過去５年間の事故発生件数＞ 

 

 令和５年度は傷害および賠償事故が昨年度より増加し、１０件と

なりました。転倒による傷害事故が見受けられます。 

 事故ゼロを目指し、会員一人ひとりがより一層の安全意識を持っ

ていただくようお願いいたします。 

 

 

 ＜障子・襖の張替え講習会のお知らせ＞ 

 シルバー人材センター会員を対象として、障子・襖張替えの講習

会を下記の要領で開催します。 

 ご興味のある方、ご家庭の障子を自分で張り替えたいとお思いの

方、ぜひご参加ください。 

 

＜地区別会員数＞ 

 

＜就業会員募集＞ 

配 分 金（円） 34,183,623 32,499,598

材 料 費（円） 509,734 475,248

事 務 費（円） 2,709,891 322,355

合　　計（円） 37,403,248 36,198,411

年度累計（円） 438,662,811 429,442,246

令和４年度
（令和5年3月）

令和5年度
（令和6年3月）

会 員 数（人） 803 808

就業実人員（人） 588 569

当月就業率（％） 73.2 70.4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

R5 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7

R6 0 0

R1 R2 R3 R4 R5

傷害 6 6 17 4 7

賠償 3 5 3 3 3

合計 9 11 20 7 10

地　　区 会員数 地区合計

秋津 57

香澄 40

谷津・奏の杜 146 146

津田沼 60

袖ヶ浦 84

鷺沼・鷺沼台 65

藤崎 64

大久保・泉町 39

本大久保 41

屋敷・花咲 51

実籾・実籾本郷・新栄 67

東習志野 94

合計 808 808

地区別会員数　　　　　　　　　　　R6.4.1現在

161

97

144

129

131
事務局より 

 

高齢者  自信過剰は  事故のもと 

 

ヘルメット    あなたの命    守ります 

 

 



 

【別添】！重要！大切なお知らせ 

 

 

 

 【重要】会員のみなさま の大切なお知らせ【重要】  

 

 

 

令和 6 年 10 月分以降、配分金明細書の郵送を廃止します。 

※令和 6 年 4 月分～9 月分までの間は「Smile to Smile」に登録されていな 

い方には送付をいたします。 

※「Smile to Smile」に登録されている方には、令和 6 年 4 月発行分から「Smile  

to Smile」にて発行いたします。 

※廃止後において、紙ベースでの明細書が必要な方は、事務局で用意します 

のでお越しください（明細の郵送依頼は一切お受けできません。） 

 

 

 Smile to Smile (s22s.jp) ←Smile to Smile  はこちらから 

 43171.pdf (sjc.ne.jp)←Smile to Smile の申込方法はこちらから 

（事務局だより令和 6 年 1 月号別添） 

 昨今の郵送事情の悪化や郵送料金の値上

げが予定されていること、デジタル化の推

進の潮流から今回の決断に至りました。 

「Smile to Smile」 のご登録がまだの方

は、是非ご登録をお願いいたします。 



【別添】smile to smile のご案内 

 

シルバー人材センター会員向けサイト「Smile to Smile（スマイルトゥスマイル）」が利用できる

ようになりましたので、サービスをご紹介します。

会員とシルバー人材センターが、仕事に関する情報をやり取りすることができる会員専用サイトで

す。スマートフォンやパソコンから情報を得ることが出来ます。

〇「お知らせ」・・・センターの最新の情報を確認することができます。

〇「就業依頼」・・・センターから就業条件等の情報を発信し、就業の依頼を受ける

ことができます。

〇「配分金明細（導入予定）」

・・・ご自分の配分金明細を確認することができます。

1. センター宛てにEメールで利用申し込みをしてください。

①宛先 ： narashino-1@sjc.ne.jp

②件名 ： スマスマ申込

③本文 : 会員番号、氏名

①～③の内容を全て入力のうえ、送信してください。

2. センターから「ログインＩＤ・（仮）パスワード」をお知らせします。

3. スマートフォンかパソコンから「Smile to Smile」サイト アクセスし、お知らせ

した「ログインID・（仮）パスワード」を入力してログインします。

［Smile to Smile URL https://www.s22s.jp］

こちらのQRコードもご活用ください→

(Smile to Smile QRコード）

4. 利用規約 の同意、生年月日による認証、メールアドレスと本パスワードを入力

して次 進めます。

5. ・登録したメールアドレス宛に「【Smile】利用登録を完了してください」という

件名のメールが送られてきます。

・メール内のURLから再度Smile to Smileサイトに行きます。

・登録したメールアドレスと本パスワードを入力して登録して手続き完了となり

ます。

メール入力例

シルバー人材センター事業もデジタル化を進めていかなければならな

い時代となりました。

習志野市シルバー人材センターでは、今後このSmile to Smileサービ

スを活用して情報発信や配分金明細書の発行を進めていきます。

会員の皆様方にとっても便利なサービスとなっています。

是非サービスへの登録をしてくださいますようお願いいたします。


